
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年９月２４日 １８時５２分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市地
じ

ノ島南方沖 

 田倉
た く ら

埼灯台から真方位２８９°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１６.３′ 東経１３５°０２.２′） 

事故の概要  貨物船第五大運
だいうん

丸は、北北東進中、また、作業船初島
はつしま

丸は、給水船

給水
きゅうすい

丸をえい
．．

航して南南東進中、第五大運丸と給水丸とが衝突し

た。 

 第五大運丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、給水丸は、右舷外板

に凹損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第五大運丸、２５０トン 

   １４０４７７、有限会社大運丸 

   ６３.０２ｍ×１０.００ｍ×５.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１９年１月 

Ｂ 作業船 初島丸、１９トン 

   ２５２－２６５９３和歌山、島本海運株式会社 

   １６.５０ｍ×４.８０ｍ×１.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、９５７kＷ（合計）、平成２５年８月２９

日 

Ｃ 給水船 給水丸、９６.４２トン 

   １２５０６２、下津港湾給水株式会社 

   ２４.９２ｍ（Lr）×５.４０ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１４７kＷ、昭和５５年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ７２歳 

   六級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１８年１０月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２８年３月２６日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和６１年１１月２１日 

    免許証交付日 平成２４年７月２日 

           （平成２９年７月２日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６６歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年１１月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年７月９日 

    免状有効期間満了日 平成３０年７月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１７時５５分ごろ（和歌山） 

 事故の経過  Ａ船は、法定灯火を表示し、地ノ島南方沖を加太
か だ

瀬戸に向けて約１

１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北北東進中、航海

士Ａが、手動操舵で単独の船橋当直に当たっていたところ、左舷船首

方にＢ船の白灯を認め、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、航行を続

けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船が接近するので、探照灯を照射するとともに左舵

を取り、Ｂ船の船尾方を通過しようとしたところ、船首方至近にＣ船

を認め、機関を全速力後進にかけたが、平成２７年９月２４日１８時

５２分ごろＡ船の船首部とＣ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船体中央部のトーイングフックにＣ船の船首から出された

えい
．．

航索（直径約２０mm、長さ約４０ｍ）を掛けて全長約６０ｍの引

船列（以下「Ｂ船引船列」という。）を構成し、マスト頂部に白色の

全周灯１個、マスト灯１個、舷灯１対、船尾灯１個及び引き船灯１個

を表示し、和歌山県和歌山下津
し も つ

港に向けて地ノ島南方沖を約９knの速

力で南南東進した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、手動操舵で単独の船橋当直に当たっていたとこ

ろ、右舷約３０°方向にＡ船の紅灯１個を認め、Ａ船の船尾方を通過

できると思って同じ針路及び速力で航行した。 

船長Ｂは、Ａ船が近くに見えたので、右舵一杯としたところ、えい
．．

航索が切断したのを認めた。 

 Ｃ船は、主機及び発電機の故障により、法定灯火を表示できず、Ｂ

船にえい
．．

航されて地ノ島南方沖を南南東進中、船長Ｃが右舷前方に接

近するＡ船の灯火を認めたが、えい
．．

航索が切断したので同じ針路で航
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行し、Ａ船と衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが損傷状況を確認して航行可能と判断し、えい
．．

航索

をつなぎ直してＢ船にえい
．．

航され、和歌山下津港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、レーダーを装備し、本事故当時、作動させていた。 

Ｂ船は、交通船兼作業船であり、流出油防除の目的で操舵室天板上

に射水装置を、船体中央部にオイルフェンスの展張用としてえい
．．

引能

力７tfのトーイングフックをそれぞれ設備していた。 

 Ｂ船は、引き船灯１個を設備していたので、マスト上部に設置され

ていた停泊灯（全周灯）と共に表示してＣ船をえい
．．

航することとし

た。 

 Ｂ船は、探照灯等でえい
．．

航索を照射していなかった。 

 Ｃ船は、マスト上部に懐中電灯１個を取り付けて点灯していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、地ノ島南方沖において北北東進中、航海士Ａが、Ｂ船を視

認した際、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、レーダーを用いて見張

りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船に気付かず、Ｂ船の船尾

方を通過しようとしたところ、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船引船列が、マスト灯２個を連掲せず、かつ、Ｃ船

が法定灯火を表示せずに航行していたことから、Ｃ船との衝突の直前

までＣ船の存在を認識できなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船引船列は、地ノ島南方沖において南南東進中、船長Ｂが、Ａ船

の船尾方を通過できるものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っ

ていなかったことから、Ａ船を近くに認め、右舵一杯としたところえ
．

い
．
航索が切断し、Ｃ船が同じ針路で航行を続け、Ｃ船とＡ船とが衝突

したものと考えられる。  

Ｃ船は、発電機が故障していたことから、法定灯火を表示すること

ができなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、法定灯火を表示していないＣ船をえい
．．

航して航行する際

は、探照灯等によりえい
．．

航索を照射する等を行わなければならなかっ

た。 

Ｂ船のえい
．．

航索が切断した状況については、明らかにすることはで

きなかった。 

原因  本事故は、夜間、地ノ島南方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船

がＣ船をえい
．．

航して南南東進中、船長Ｂが、Ａ船に対する見張りを適

切に行っていなかったため、Ａ船を近くに認め、右舵一杯としたとこ

ろえい
．．

航索が切断し、Ｃ船が同じ針路で航行を続け、また、航海士Ａ
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が、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、レーダーを用いて見張りを適

切に行っていなかったため、Ｃ船に気付かず、Ｂ船の船尾方を通過し

ようとし、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 ・えい
．．

航索は、十分に強度のあるものを使用すること。 

 ・航行中のえい
．．

航船等は、法定灯火を表示すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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